
令和 8 年 6 月 

「入院中の患者と家族の面会」について 

 

【目的】 

 当院では、新型コロナウイルス感染症流行期に実施していた厳格な面会制限を見直し、患者さん

ご家族の心のつながりを大切にしながら面会を一部緩和致します。 

 面会を通じて患者さんの安心感や療養環境の維持、ご家族による病状理解と退院後の生活準備に

つないでいく事を重視しています。 

 

【基本方針】 

 １．当院は入院患者さんの療養環境の保護と、患者さん・ご家族の生活の質の向上の両方を目指

しています 

２．感染対策や医療提供体制の考え方も踏まえつつ、十分な感染対策を講じながら、可能な範囲

で面会機会を確保する方針とします 

３．感染状況や行政からの通知等を踏まえ、面会ルールを適宜見直し、患者さんとご家族にとっ

て良い形を検討してまいります 

４．地域や院内での感染状況により、予告なく面会制限の強化や一時中止を行う場合があります。

その際は、院内掲示や当院のホームページ等でお知らせいたします 

 

【面会の条件について】 

 面会者：原則ご家族のみ 2 名まで  

    ご遠慮願いたい方：小学生以下のお子様、発熱、呼吸器症状のある方、体調不良の方 

知人、友人 

 面会時間：14：00～16：00  週 2 回、1 回 30 分 

 手続き：病棟入口で面会票（来院日時・面会者氏名・関係性）を記入し、体調確認、体温測定を 

お願いします 

 注意事項：マスクの着用、手指衛生（アルコール消毒の使用）をお願いします 

 

※ 患者の病状（終末期・病状急変時）、特別な理由、病院側からの来院要請時などは主治医の

判断により面会基準を緩和する場合があります 

  

 

 

 

 

 

 

                          新潟県立吉田病院 院長 


